
福島県復興推進計画（ふくしま産業復興投資促進特区）の概要 
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※法第37条、法第39条、法第40条に規定する税制特例の適用を受ける事業者（法人・個人）に限ります 

県 税 
①法人・個人事業税 
②不動産取得税 
③固定資産税（県課税分） 

【お問合せ先】 福島県会津地方振興局 県税部 
電話：事業税  0242（29）5251・不動産取得税 0242（29）5254 
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115d/zeimu42.html 

市 税 固定資産税（市課税分） 【お問合せ先】  喜多方市  総務部税務課 電話：0241（24）5218 
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Ⅰ 新規立地促進税制 法第40条 新規立地新設企業の法人税を実質5年間無税 

Ⅱ 事業用設備等に係る特別償却 
又は税額控除 

 
法第37条 機械・装置、建物等の投資に係る特別償却又は税額控除 

Ⅲ 法人税等の特別控除 法第38条 被災被用者の給与等支給額の10％を税額控除 

Ⅳ 研究開発税制の特例等 
※要件を満たせば上記Ⅰ～Ⅲのいずれかと併用可能です 

 
法第39条 開発研究用減価償却資産の即時償却及び12％税額控除 

東日本大震災復興特別区域法に基づき、福島県と県内59市町村が共同申請（平成24年2月29日）を行った福島県復興推進計画「ふくしま産業復興投資促 
進特区」が、平成24年4月20日に認定されました。また、平成25年11月29日に農林水産業分野が追加認定、さらに平成26年2月28日には、製造業等に係る復 
興産業集積区域の拡大について認定されました。さらにまた、平成29年2月28日に復興産業集積区域の拡大、対象業種の追加が認定されました。 

この認定により、喜多方市内の復興産業集積区域において、対象業種の事業を行う法人又は個人事業者は、税制上の特例措置の適用が受けられます。 

製造業等 農林水産業等 
① 輸送用機械関連産業 ⑤ エネルギー関連産業 
② 電子機械関連産業     ⑥ 食品・飲料関連産業 
③ 情報通信関連産業     ⑦ 環境・リサイクル関連産業  
④ 医療関連産業       ⑧ 地域資源活用型産業（林業関係除く） 
※製造業等施設整備事業（①～⑧に係る建築物の建築、賃貸事業）  

⑧ 地域資源活用型産業（林業関係） 
⑨ 農業関連産業 
⑩ 水産関連産業 

◆対象業種の集積を図る区域として、県内59市町村の工業団地など 
 1,362カ所を集積区域に設定（14カ所追加：H29.2.28変更認定） 
◆喜多方市は、当初の25カ所から追加設定により53カ所に拡大 

◆農業振興地域のうち山林等を除いた区域を集積区域として設定 
◆市街化区域、用途地域は原則として対象外ですが、植物工場、産    
 地直売所、農家レストラン等について具体的な投資計画等がある  
 地域は集積区域として設定 

箇所図面  http://www.city.kitakata.fukushima.jp/uploaded/attachment/2801.pdf 
区域一覧  製造業等 http://www.city.kitakata.fukushima.jp/uploaded/attachment/2802.pdf 

農林水産業等 http://www.city.kitakata.fukushima.jp/uploaded/attachment/2805.pdf 

製造業（林業関係の製造業を除く） 

喜多方市産業部 商工課  電話：0241（24）5247 
農林水産業（林業関係の製造業を含む） 

喜多方市産業部 農業振興課  電話：0241（24）5235 
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